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２）情報案内施設 

「道の駅」登録・案内要綱では、「道の駅」の基本コンセプトの＜施設構成＞にお

いて「利用者に多様なサービスを提供する施設であって、道路及び地域に関する情

報を提供する案内所または案内コーナーがあるものが備わっていること」と規定し

ています。また、同じく＜提供サービス＞では、「案内･サービス施設には、原則と

して案内員を配置し、適切な情報提供がなされること」と規定しています。 

なお、“「道の駅」登録・案内要綱の当面の運用指針”の＜施設構成＞では「案内・

サービス施設は、駐車場から２～３分以内に位置しており、一体的に利用可能であ

ること」が、＜提供サービス＞では「情報提供に当たっては、利用者に情報を提供

するのに必要な空間を適切な場所に確保し、以下に掲げる情報を含めて積極的に行

うこと」と規定しています。 

「道の駅」登録・案内要綱の当面の運用指針による主な提供情報 

＜提供サービス＞ 

情報提供に当たっては、利用者に情報を提供するのに必要な空間を適切な場所

に確保し、以下に掲げる情報を含めて積極的に行うこと。 

（１） 道路情報及び近隣の「道の駅」情報 

（２） 近隣地域まで含めた観光情報 

（３） 緊急医療情報 

（４） その他利用者の利便に供する情報 

以下省略 

 

（１）ソフト面 

上記、「道の駅」登録・案内要綱等とともに、外国人旅行者の増加や関心の多様

化など、近年における社会経済情勢等にも配慮しつつ、ソフト面については各種イ

ベント時等における観光コンシェルジュの配置や無料公衆無線LANを活用した多

言語対応及び質、量ともに豊富な情報提供に努めます。 

また、提供する情報については、日常的なものだけでなく、大規模な自然災害発

生時など、緊急時や非常時においても十分配慮します。 

 

 

 

 

 

 

図－５．多様な情報提供の手段の事例 

観 光 コ ン シ ェ ル ジ ュ の 配 置 先 端 技 術 によ る 多言 語対 応 無料公衆無線ＬＡＮの活用 
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なお、道の駅を所管する国土交通省では、「道の駅を経済の好循環を地方に行き

渡らせる成長戦略の強力なツールと位置づけ、関係機関と連携して特に優れた取り

組みを選定し重点的に応援する」重点「道の駅」制度を展開しており、ゲートウェ

イ型の“重点「道の駅」に想定される機能”の一つに「地域の観光総合窓口機能」

を取り上げています。 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：国土交通省プレスリリース「重点「道の駅」の選定について ～地方創生の核となる「道の

駅」を重点的に応援します～（重点「道の駅」制度の概要）」（平成 27 年１月 30 日 道路局

（一部加筆）） 

図－６．重点「道の駅」に想定される機能 

 

さらに、本道の駅は、国内全域での外国人観光客の増加傾向とともに、外国人研

究者等も多数就業している筑波研究学園都市と日本の玄関口である成田国際空港と

の中間に位置する立地特性などを背景に、「外国人観光案内所の設置・運営のあり方

指針」（平成 28 年６月＜改定版＞ 日本政府観光局）に基づく外国人観光案内所の

認定制度の導入についても検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成 28 年６月＜改定版＞ 日本政府観光局） 

図－７．日本政府観光局による「観光案内の基本的考え方」 
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（２）ハード面 

前述したとおり情報提供施設は、道の駅への設置が義務づけられていますが、

既存の道の駅の中にはあまり利用されていないような状況にあるものも見受けら

れます。 

このような現状とあわせ、後発施設としてのこれら既存施設との差別化や新た

な施設としての魅力づけの一環として、多様な媒体によるより効果的（利用頻度

あるいは集客効果が高い）な情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

図－８．多様な情報提供ツールの事例 

 

旬 の 情 報 を 発 信 す る 

デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ 
臨場感あふれる大画面モニター 市民も利用する広域観光案内所 
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３）地域振興施設 

道の駅の登録に当たり設置が義務づけられている施設の一つである地域振興施設

は、「道の駅」登録・案内要綱等では特段の規定はありませんが、国土交通省の公表

資料（公式ＨＰ「道の駅案内」）では「文化・教養施設や観光レクリェーション施設

など」とあります。 

また、「龍ケ崎市道の駅基本構想」では、特産品直売所をはじめ、飲食施設及びイ

ベント広場等多目的スペースなどを取り上げています。 

 

（１）物販施設 

地域振興施設の一つとして龍ケ崎市や牛久沼周辺地域他、県南地域を主な対象と

しながらこれら地域における地場産業の活性化への貢献を見込む地域特産品（生鮮

農畜産物から加工食品、工業製品まで幅広い品揃えによる情報発信）を中心とした

物販施設を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

図－９．物販施設の品揃えの事例 

（２）飲食施設 

地域振興施設の二つ目として、誰もが気軽に訪れ牛久沼のほとりを眺めながら落

ち着いた雰囲気の中で地域産の食材を中心としたおいしい料理を堪能できる飲食

施設として、主に軽食を提供するフードコートだけでなく、落ち着いた雰囲気の中

で、きれいな夕日や夜空など、昼間とは違う牛久沼の景観が楽しめ、非日常感を味

わうことが可能な大人のデートスポットとしての活用も期待できるカフェ・レスト

ランを設けます。 

 

 

 

 

 

 

図－10．飲食施設等の事例 

落ち着いた雰囲気のレストラン 

加工食品（惣菜、弁当、パン他） 工 芸 品 他 工 業 製 品 等 地 場 産 の 生 鮮 野 菜 ・ 果 物 

おしゃれな水辺のレストラン 

（ 福 岡 市 大濠
おおほり

公 園 ） 

温もりと開放感に包まれた 

フ ー ド コ ー ト 
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（３）イベント広場他 

ⅰ．ふれあい・交流を創る仕掛け 

本道の駅の整備コンセプトの実現に向けた基本方針の一つである「地域資源

の活用と交流により地域の元気を創る場」を具体化する仕掛けとして、牛久沼

の水面や水辺を活かした機能整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

図－11．水辺のふれあい・交流施設等の整備事例 

ⅱ．人を呼び込む仕掛け 

本道の駅により多くの人を呼び込む仕掛けとして、地域特性や立地特性にふ

さわしいシンボル（ランドマーク）となる屋外へのオブジェ（修景施設）等の

配置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

図－12．屋外オブジェ等の整備事例 

ⅲ．人の滞留を促す仕掛け 

道の駅と周辺施設との連携により回遊性を高め、より多くの人々に親しみ続

けていただく仕掛けとして水面を渡る浮き桟橋のボードウォークや水辺のラ

イトアップ、レンタサイクルステーションの導入などについて検討します。 

 

 

 

 

 

 

図－13．地域既存資源を活かして人の滞留を促す仕掛けの事例  

浮き桟橋のボードウォーク 街なかをチョイ乗りできる 

レンタサイクルステーション 

水辺で開催するコンサート 誰かに会えるボードウォーク 

ランドマークにもなる 

ボ ル ダ リ ン グ タ ワ ー 
地域を象徴する大きなオブジェ デザイン性に配慮された展望台 

水 辺 の イ ル ミ ネ ー シ ョ ン 

家 族 で 乗 る レ ン タ ル ボ ー ト 
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４）防災施設 

平成 16 年 10 月に発生した新潟県中越地震をはじめ、平成 23 年３月に発生し

た東日本大震災及び平成 28 年４月に発生した熊本地震など、近年度重なり発生し

ている大規模地震時の際、各地の道の駅では、被災地の救援基地や緊急避難者の受

け入れなどの施設利用とともに、災害情報の提供支援や被災地の避難所の活動支援、

生活・復興支援など、多岐に渡る防災・災害対応活動の場としての役割を担ってい

ます。 

このような状況を背景としながら、「龍ケ崎市地域防災計画」との整合、調整を図

りつつ、その位置づけ（例えば一時避難場所など）に応じ、導入すべき防災関連設

備（非常用自家発電装置等）を検討します。 

なお、国では、「国土強靭化（ナショナル・レジリエンス（防災・減災））推進に

向けた当面の対応」（平成 25 年５月 関係府省庁連絡会議決定）において「交通・

物流分野」の「今後の対応方針」の一つとして「道の駅の防災拠点化」が盛り込ま

れています。 

 

 

 

 

 

 

図－14．防災施設等の整備事例 

防 災 テ ン ト 災 害 対 応 型 自 動 販 売 機 防 災 倉 庫 
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５）その他の設備等 

（１）次世代自動車関連設備 

道の駅は、国土交通省が所管する道路交通安全施設（簡易パーキング）の一つで

あることを踏まえ、人々の移動や物流を支える交通手段の支援を目的として次世代

型自動車等の高速充電システム等の設置を見込みます。 

また、必要に応じて、佐貫駅方面と連絡するバス等について検討します。 

 

 

 

 

 

 

図－15．次世代自動車関連設備等の整備事例 

 

（２）再生可能エネルギーシステム 

自然環境保全や自然環境負荷の軽減などを目的とする再生可能エネルギーシス

テム等の導入を検討します。 

 

 

 

 

 

 

図－16．再生可能エネルギーシステムの導入事例 

 

（３）防犯設備 

道の駅場内は、防犯設備の導入による治安・防犯対策の徹底に努めます。 

 

 

 

 

 

 

図－17．防犯設備の導入事例 

電 気 自 動 車 充 電 シ ス テ ム 

舗 装 用 発 電 パ ネ ル 

屋 外 照 明 （ 防 犯 灯 ） 防犯カメラ（モニターは事務室） 

屋 上 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 

電動アシスト付きレンタサイクル コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 停 留 所 

進入（転落）防止フェンス 

オブジェを兼ねた風力発電システム 
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（４）コンビニエンスストア 

道の駅との相乗効果による集客規模の拡大を主旨として、既に人々の生活を支

える社会基盤施設の一つであり、24 時間営業による道の駅全体の防犯性の確保

を目的として、コンビニエンスストアの配置を見込みます。 

なお、配置に当たっては、整備コンセプトを阻害しないよう、景観的調和に配

慮することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－18．近年開業したコンビニがある関東の道の駅 

 

（５）管理施設 

道の駅の業務を行うために必要な機能的で使いやすい管理事務所、従業員の福

利厚生を主旨とした更衣室や休憩スペース、また、各種会議等での活用が期待で

きる多目的室（会議室）等の配置を見込みます。 

 

６）誘致適正施設 

整備予定地の一部（北側）に余剰地を確保し、牛久沼周辺部の多機能（交流拠点）

化による賑わいの維持、発展と、この波及効果による地域の活性化、認知度の向上（整

備コンセプトの実現）などを目的に、当該箇所にふさわしい民間施設の誘致を検討し

ます。 

なお、多くの来場者が見込まれる開業当初時に対応するため、当面の間は、臨時駐

車場としての活用が想定されます。 

 

道の駅発酵の里こうざき（千葉県） 

（ 平 成 2 7 年 ４ 月 開 業 ） 

道の駅ひたちおおた（茨城県） 

（ 平 成 2 8 年 ７ 月 開 業 ） 

道の駅まくらがの里こが（茨城県） 

（ 平 成 2 5 年 ７ 月 開 業 ） 
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２．施設の規模と配置 

－１．施設規模の算定基準 

１）算定基準 

道の駅の敷地規模の設定に当たっては、次図に示す「休憩施設設計要領」（平成

17 年 10 月 東日本高速道路株式会社）による算定方法を採用します。 

 

 

 

 

 

図－19．計画駐車ます数の算定方法 

 

なお、「設計要領」では、こ

のような方法で算定した計画

駐車ます数を基礎値として、右

図に示すとおり食堂・売店、無

料休憩所及びトイレなどの必

要規模を設定することとされ

ています。 

 

図－20．各構成要因の規模の設定方法 

 

さらに、場内に確保する園地については、「設計要領」の「園地計画の基本方針」

の一つに「園地は、利用者が休息、休憩、散策、軽運動または食事ができるように積

極的な利用を考え計画するものとする」とのことが盛り込まれています（次図参照）。 

面積規模の具体的な算定方法は示されていませんが、補足資料等として「参考まで

に既存の休憩施設の調査結果を整理すると園地の面積は、サービスエリアでは駐車場

面積の概ね３倍、パーキングエリアでは駐車場面積の２倍であった」と明記されてい

ます。 

 

 

 

 

  

駐車場 

食堂、売店 

無料休憩所 

トイレ 

附帯施設 

広場、園地 

計画駐車ます数 

地形、用地形状 

立ち寄り率 ラッシュ率 回転率 

計画交通量 

（台/日） 

立ち寄り台数 

（台/日） 

ラッシュ時 

立ち寄り台数 

（台/時） 

計画駐車ます数 

（台） 
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※休憩園地：休息、散策、軽運動、レクリェーション、風景展望などの利用に供する園地で、そ

の必要面積は立地条件と周辺の環境及び景観等によって左右されます。 

※通路、広場：駐車場と主要建築物との間に設けられるスペースをはじめ、円滑な旧施設利

用を促進するために利用者の離合集散を容易にするスペースは、広場や通路で構成され、

広場の奥行、すなわち駐車場と主要建築物との離隔はサービスエリアにあっては 20ｍ程

度、パーキングエリアにあっては 10ｍ程度を標準とします。 

※外周緑地：環境保全のために休憩施設をとりまく帯状に設ける緑地で、その幅は 20ｍ程

度を標準とします。なお、この幅員は、のり面を含むものとし、平坦部の必要最小限の幅

員は３ｍとします。 

※緩衝緑地：本線と休憩施設とを分離するため設けられる帯状の緑地で、外側分離帯につい

ては平地の場合５ｍ以上、高低差がある場合は３ｍ以上を標準とします。 

※修景緑地：休憩施設の快適な利用維持を図るために行われる緑地をいい、休憩施設用地の地

形、形状、敷地造成の程度、施設配置など多数の要因との関連によってその面積は左右され

るが、優れた環境のもとで利用できるように整備できる面積とすることが望ましいものとさ

れています。 

※補助用地：施設の拡張用地、施設予定地、堆雪用地など他の利用目的を持った土地の中で一

時的に園地若しくは緑地として活用することが可能な土地をいいます。 

図－21．園地の構成 

休憩園地 

通路、広場 

外周緑地 

緩衝緑地 

修景緑地 

拡張用地、施設予定地等 

園 地 

利用園地 

環境保全緑地 

補助用地 
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２）計画交通量 

計画駐車ます数を算定するに当たって採用する計画交通量は、平成 25 年７月に

牛久沼東交差点（整備予定地の北側近傍）で実施した方向別車種別平日 12 時間交

通量を基礎値とします。 

具体的には、整備予定地が接する区間の現況交通量に「平成 22 年度道路交通セ

ンサス 一般交通量調査 箇所別基本表」による整備予定地付近（国道６号～県道八

代庄兵衛新田線区間）の昼夜率1.50を乗じ算出した36,505台/日を採用します。 

ただし、現況交通量は、整備予定地接道区間を通らない国道６号上り交通のうち、

当該交差点において左折し、県道八代庄兵衛新田線を竜ヶ崎ニュータウン方面に向

かうものと、竜ヶ崎ニュータウン方面から当該交差点を右折し国道６号を下るもの

については除きます（下図「青矢印」）。 

 

表－１．車種別計画交通量の算出根拠 

種 別 

方向別車種別平日交通量 

小型車 

（乗用車＋小型貨物） 
バ ス 大型貨物 合 計 

実測値 

（台 

/12 時間） 

換算値 

（台/日） 

実測値 

（台 

/12 時間） 

換算値 

（台/日） 

実測値 

（台 

/12 時間） 

換算値 

（台/日） 

実測値 

（台 

/12 時間） 

換算値 

（台/日） 

①国道６号上り直進交通量 5,100 7,650 17 25 1,134 1,701 6,251 9,376 

②国道６号下り直進交通量 5,762 8,643 19 28 1,042 1,563 6,823 10,234 

③国道６号上り進入交通量 4,270 6,405 10 15 739 1,108 5,019 7,528 

④国道６号下り退出交通量 5,348 8,022 11 16 886 1,329 6,245 9,367 

合 計 20,480 30,720 57 84 3,801 5,701 24,338 36,505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－22．牛久沼東交差点における採用交通量の方向 

牛久沼東交差点 

県道八代庄兵衛新田線 

至 水戸方面 

至 東京方面  

至 

竜
ヶ
崎
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
方
面 

国
道
６
号 

整
備
予
定
地 

牛久沼 

 採用する方向別交通量 

 含めない方向別交通量 
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３）計画駐車ます数 

（１）サービスエリア対象値による算定 

前項までの内容に基づきつつ、「設計要領」による食堂や売店を設けたサービス

エリアを対象とした立ち寄り率他、各種規定値を採用した場合の計画駐車ます数は、

下図に示すとおり総数 32６台分と算定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「サービスエリア」とは、人と自動車が必要とするサービスをほぼ完全に満たし得るような休憩施設をいいます。「人」

のための施設として園地、トイレ、無料休憩所、食堂及び売店を設け、また、「自動車」のための施設として駐車場、

給油所などが設けられます。なお、障がい者用施設（専用トイレ・駐車場など）の設置が義務づけられています。 

図－23．サービスエリア（ＳＡ）設定値による算定

国道６号の計画交通量＝36,505 台/日 

小型車計画交通量 

30,720 台/日 

バス計画交通量 

84 台/日 

大型貨物車計画交通量 

5,701 台/日 

大型貨物車休日交通量 

7,326 台/日 

バス休日交通量 

108 台/日 

小型車立ち寄り率 

0.175 

（「設計要領」 

ＳＡ規定値） 

バス立ち寄り率 

0.25 

（「設計要領」 

ＳＡ規定値） 

大型貨物車立ち寄り率 

0.125 

（「設計要領」 

ＳＡ規定値） 

小型車立ち寄り台数 

6,908 台/日 

バス立ち寄り台数 

27 台/日 

大型貨物車立ち寄り台数 

916 台/日 

小型車ラッシュ率 

0.10 

（「設計要領」 

ＳＡ規定値） 

バスラッシュ率 

0.25 

（「設計要領」 

ＳＡ規定値） 

大型貨物車ラッシュ率 

0.075 

（「設計要領」 

ＳＡ規定値） 

小型車 

ラッシュ時立ち寄り台数 

691 台/時間 

バス 

ラッシュ時立ち寄り台数 

７台/時間 

大型貨物車 

ラッシュ時立ち寄り台数 

69 台/時間 

小型車平均駐車時間 

25 分 

（「設計要領」 

ＳＡ規定値） 

バス平均駐車時間 

20 分 

（「設計要領」 

ＳＡ規定値） 

大型貨物車平均駐車時間 

30 分 

（「設計要領」 

ＳＡ規定値） 

小型車駐車ます数 

288 台 

バス駐車ます数 

３台 

大型貨物車駐車ます数 

35 台 

小型車休日交通量 

39,475 台/日 

休日サービス係数 

1.285 

（「設計要領」 

規定値） 
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（２）パーキングエリア対象値による算定 

参考として「設計要領」による食堂等を設けていないサービスエリアを対象とし

た立ち寄り率他、各種規定値を採用した場合の計画駐車ます数は、下図に示すとお

り総数 131 台分と算定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「パーキングエリア」とは、運転車の生理的要求を満たし、また、疲労と緊張を解くための必要最小限度のサービス

施設として駐車場、園地、トイレ及び売店などが設けられます。なお、トイレは、原則として全てのパーキングエリ

アに必要であり、売店等についてはその利用状況を勘案した上で設けることとなります。 

図－24．パーキングエリア（ＰＡ）設定値による算定 

国道６号の計画交通量＝36,505 台/日 

小型車計画交通量 

30,720 台/日 

バス計画交通量 

84 台/日 

大型貨物車計画交通量 

5,701 台/日 

大型貨物車休日交通量 

7,326 台/日 

バス休日交通量 

108 台/日 

小型車立ち寄り率 

0.10 

（「設計要領」 

ＰＡ規定値） 

バス立ち寄り率 

0.10 

（「設計要領」 

ＰＡ規定値） 

大型貨物車立ち寄り率 

0.125 

（「設計要領」 

ＰＡ規定値） 

小型車立ち寄り台数 

3,948 台/日 

バス立ち寄り台数 

11 台/日 

大型貨物車立ち寄り台数 

916 台/日 

小型車ラッシュ率 

0.10 

（「設計要領」 

ＰＡ規定値） 

バスラッシュ率 

0.25 

（「設計要領」 

ＰＡ規定値） 

大型貨物車ラッシュ率 

0.10 

（「設計要領」 

ＰＡ規定値） 

小型車 

ラッシュ時立ち寄り台数 

395 台/時間 

バス 

ラッシュ時立ち寄り台数 

３台/時間 

大型貨物車 

ラッシュ時立ち寄り台数 

92 台/時間 

小型車平均駐車時間 

15 分 

（「設計要領」 

ＰＡ規定値） 

バス平均駐車時間 

15 分 

（「設計要領」 

ＰＡ規定値） 

大型貨物車平均駐車時間 

20 分 

（「設計要領」 

ＰＡ規定値） 

小型車駐車ます数 

99 台 

バス駐車ます数 

１台 

大型貨物車駐車ます数 

31 台 

小型車休日交通量 

39,475 台/日 

休日サービス係数 

1.285 

（「設計要領」 

規定値） 
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－２．個別施設の計画面積と敷地規模 

前項で算定した２つの計画駐車ます数を基に「設計要領」において想定されている個

別施設の概略敷地面積を以下に示します。 

本道の駅の敷地規模については、「設計要領」において想定されている個別施設の計

画敷地面積を基に、サービスエリア対象値による面積とパーキングエリア対象値による

面積の中間値である 25,000ｍ２を計画敷地面積と想定します。 

 

表－２．設計要領に基づく施設別の計画敷地面積 

種 別 

（計画駐車ます数） 

サービスエリア対象値による算定 

（小型車用換算計画駐車ます総数≒353 台） 

パーキングエリア対象値による算定 

（小型車用換算計画駐車ます総数≒140 台） 

駐車場 

小型車用 

計画駐車ます数×１台当たりの駐車所要面積 

＝288 台×24.4ｍ２/台＝ 

7,027ｍ２ 

計画駐車ます数×１台当たりの駐車所要面積 

＝99 台×24.4ｍ２/台＝ 

2,415ｍ２ 

大型車用 

（バス用ます数＋大型貨物車用ます数）× 

１台当たりの駐車所要面積 

＝（３＋35 台）×82.1ｍ２/台＝ 

3,119ｍ２ 

（バス用ます数＋大型貨物車用ます数）× 

１台当たりの駐車所要面積 

＝（１＋31 台）×82.1ｍ２/台＝ 

2,627ｍ２ 

計 10,146ｍ２ 5,042ｍ２ 

建築敷地 

トイレ 

(便器数) 

女性用 30 基＋男性（小）用 30 基＋ 

男性（大）用 10 基＋身障者用１基＝ 

350ｍ２ 

女性用 20 基＋男性（小）用 20 基＋ 

男性（大）用 7 基＝ 

230ｍ２ 

食 堂 

（席数） 
190 席＝950ｍ２ 100 席＝500ｍ２ 

無料 

休憩所 

（席数） 

80 席＝250ｍ２ 40 席＝170ｍ２ 

売 店 内売店 45ｍ２＋外売店 210ｍ２＝255ｍ２ 内売店 25ｍ２＋外売店 150ｍ２＝175ｍ２ 

附帯施設 

電気室 57ｍ２＋浄化槽 250ｍ２＋ 

倉庫 50ｍ２＋プロパン庫 20ｍ２＝ 

377ｍ２ 

電気室 57ｍ２＋浄化槽 200ｍ２＋ 

倉庫 50ｍ２＋プロパン庫 20ｍ２＝ 

327ｍ２ 

計 2,182ｍ２ 1,402ｍ２ 

園地等 駐車場面積×2＝20,292ｍ２ 駐車場面積×2＝10,084ｍ２ 

概略必要敷地面積 32,620ｍ２≒33,000ｍ２ 16,528ｍ２≒17,000ｍ２ 

※表中の「計画駐車ます数」は、大型車用については小型車用に換算した上で足し合わせることとします。ただし、

駐車場については、小型車用駐車ます等面積と大型車用駐車ます等面積との個別の値を足し合わせた値を示します。 

なお、「設計要領」等では、大型車用駐車ますの小型車用駐車ますへの換算値等の規定がないため、車種別の乗車

人数に着目し、基準とする小型車の１台当たりの乗車人数を「大規模開発地区関連交通計画マニュアル 改訂版」（平

成 26 年６月 国土交通省都市局都市計画課）による商業施設（平日）に対する設定値である 1.5 人/台を参考に２

人/台と仮定し、「バス」については観光バス等を対象に平均的な値として 20 人/台を見込み１台当たり小型車用駐

車ます 10 ます分と、また、大型貨物車については小型車と同様、２人/台と仮定し、小型車用駐車ます１ます分と

想定します。 

※車種別駐車ますの「１台当たりの所要面積」は、「設計要領」に基づき小型車用については前進駐車、後退発車に

要する面積（車路の半幅員分を含みます）を、大型車用については右側 60°の前進駐車、前進発車に要する面積

を採用します。 

※既存施設の整備状況等から場内への設置が見込まれる多目的広場、防災関連施設及び職員用駐車場などについては

園地内に整備することも考えられます。 
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３．動線計画 

「道の駅」登録・案内要綱では、道の駅の基本コンセプトの＜施設構成＞の中で「施

設及び施設間を結ぶ主要な歩行経路のバリアフリー化が図られていること」と、また、

同じく＜配慮事項＞では「女性、年少者、高齢者、身障者など様々な人の使いやすさに

配慮されていること」と定めています。 

 

－１．駐車場の出入口 

１）駐車場法施行令 

動線計画については、前項に示したとおり、設計要領から求められる駐車場面積

が、約 5,000ｍ２～約 10,000ｍ２と見込まれることから、500ｍ２以上の路外駐

車場の出入口の技術基準等を定める駐車場法施行令への適合を基本とします。 

駐車場法施行令（昭和 32年政令第 340 号）からの抜粋（関連事項のみ）＋α 

第二章 路外駐車場 

第一節 構造及び設備の基準 

（適用の範囲） 

第６条 この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が 500ｍ２

以上であるものに適用する。 

（自動車の出口及び入口に関する技術的基準） 

第７条 （駐車場）法第 11 条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口及び入口に

関するものは、次のとおりとする。 

１ 次に掲げる道路またはその部分以外の道路またはその部分に設けること（出入口の

設置を規制する箇所等）。 

イ 道路交通法第 44条各号に掲げる道路の部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 横断歩道橋の昇降口から５ｍ以内の道路の部分 

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）（一部省略） 

（停車及び駐車を禁止する場所）  

第 44 条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げ

るその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、または危

険を防止するため一時停止する場合の他、停車し、または駐車してはならない。 

１ 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂ま

たはトンネル  

２ 交差点の側端または道路のまがりかどから５ｍ以内の部分  

３ 横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５ｍ以内の部分  

４ 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側

端からそれぞれ前後に 10ｍ以内の部分  

５ 乗合自動車の停留所またはトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱

または標示板が設けられている位置から 10ｍ以内の部分  

６ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に 10ｍ以内の部分 
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ハ 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携方認定こども園、保育

所、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園または

児童館の出入口から 20ｍ以内の部分 

ニ 橋 

ホ 幅員が６ｍ未満の道路 

ヘ 縦断勾配が 10％を超える道路 

一部省略 

３ 自動車の駐車の用に供する部分の面積が 6,000ｍ２以上の路外駐車場にあっては、

縁石線または柵その他これに類する工作物により自動車の出口と入口を設ける道路

の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口を分離し

た構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿って 10ｍ以上とすること。 

以下省略 

 

２）駐車場出入口の位置 

整備予定地の駐車場出入口は、細長い地型に応じて次図に示すとおり南北２箇所に

配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－25．駐車場出入口の概略位置 

至 

水
戸
方
面 

至 

東
京
方
面 
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－２．場内の主要動線 

場内の主要動線は、来場者の集中が見込まれる地域振興施設（建築物）等との位置

関係に留意しながら自動二輪車を含む自動車系交通と自転車を含む歩行者系交通と

の交錯を極力避けるなど、下車後（歩行時等）の移動利便性と交通安全性の確保に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－26．場内主要動線（自動車系動線） 

至 

東
京
方
面 

至 

水
戸
方
面 
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４．施設配置計画 

「道の駅」登録・案内要綱では、道の駅の基本コンセプトの＜配慮事項＞として「施

設計画は、景観に十分配慮し、特に景勝地にあっては地域の優れた景観を損なうことの

ないよう計画されていること」と定めています。 

 

－１．施設配置方針 

１）配置方針 

前項までの「個別施設の計画面積」や「動線計画」を踏まえながら次の各事項を

配置方針とします。 

 農産物直売所や飲食店などの出店が見込まれる地域振興施設は、牛久沼の景観に

よる誘客効果を最大限に発揮し得るような配置を基本とします。 

 道路管理者側との一体型整備を前提とし、トイレ、案内・サービス施設（情報提

供・発信スペース等）などは、地域振興施設とは別棟と想定します。 

 障がい者用駐車ますは、高い移動利便性と交通安全性の確保に向け、地域振興施

設等の直近とします。 

 大型車用駐車ますは、駐車場スペースの外縁を基本としながら整備予定地南端部

付近に配置します。 

 ドライバーの気分転換等やイベントの開催などを見込む多目的広場は、北側に配

置します。 

 

２）施設配置の方向性 

上記「配置方針」を踏まえ立案した屋内施設等を対象とした機能集約配置案と機

能分散配置案との比較、評価を次表に示します。 

２案の比較、評価の結果、本道の駅は、来場者の下車後の移動利便性や交通安全

性及び維持管理性などからも機能集約配置案がふさわしいものと考えられます。 
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表－３．施設配置の方向性の比較、評価 

種 別 Ｔype Ａ（機能集約配置案） Ｔype Ｂ（機能分散配置案） 

計画主旨 

来場者の施設の使い勝手を最重要事項とし

て捉え、屋内施設等については一体的に集約し

て配置する案。 

整備予定地の細長い地型を起因とする移動

利便性の阻害の解消、緩和を目的に、地域振興

施設と休憩施設及びトイレなど（24 時間対応

施設）を分離して配置する案。 

施設配置 

計画案 

（整備イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ボードウォーク他小規模施設は省略します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ボードウォーク他小規模施設は省略します。 

個
別
評
価 

関連施設の 

利便性 

駐車場からの歩行距離が均等化し得る駐車

場エリアのほぼ中央部に屋内施設を集約する

ことにより、利用者にとっては高い利便性が確

保されることとなります。 

○ 

地区外への立地を見込む誘致施設と一体性

を確保すべく地域振興施設を敷地の北西端部

付近に配置する場合には、南東端付近に駐車し

た利用者の歩行距離は最長に近いものとなり、

利便性に劣るものとなります。 

△ 

屋外の 

交通安全性 

場内主要動線を横断する歩行者等は、見通し

の良い直線区間付近に集中することとなり、高

い交通安全性が期待できます。 

○ 

二つの建物は、ともに南北端部付近における

比較的見通しの良くない屈曲部付近となり、交

通安全性への支障が懸念されます。 

△ 

施設配置の 

自由度 

二つの建物の近接配置を基本とすることか

ら、分散配置案に比べると施設配置の自由度は

劣るものとなります。 

△ 

二つの施設の集約配置案に比べ、施設配置の自

由度は高いものとなります（例えば、休憩施設

等を場内主要動線の内側に配置するなど）。 

○ 

建設経済性 

屋外照明や防犯システム等は、二つの施設を

対象とした設置が可能となり、総体的に経済性

に優れたものが期待できます。 

ただし、屋外トイレ設置箇所については、分

散配置案を上回る可能性があります。 

△ 

屋外照明や防犯システム等は、二つの施設そ

れぞれを対象とした設置が必要となり、集約配

置案に比べ経済性に劣るものとなります。 

ただし、屋外トイレ設置箇所については、地

域振興施設内のものを活用することにより集

約配置案を下回る可能性があります。 

△ 

維持管理性 

 利用者以外は原則無人である休憩施設等と

職員の常駐が基本である地域振興施設とを併

設することにより、休憩施設等の監視機能が働

き、維持管理性に優れたものとなります。 

○ 

特に、地域振興施設に比べ人の出入が少ない

休憩施設等については、不法行為や治安上の問

題の誘発が懸念されます。 

△ 

総合評価 

「施設配置の自由度」と「建設経済性」を除

き、分散配置案に比べ有利な配置案が期待でき

ます。 

○ 

「施設配置の自由度」以外の優位性は、見込

み難く、集約配置案に比べ、総体的に劣る可能

性が高いものと捉えられます。 

△ 
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－２．配置計画 

前項までの設定事項と整備予定地の開発条件等を踏まえつつ、施設配置計画を検討、

策定します。 

 

１）整備予定地の現状 

整備予定地の現況は、主に草地と樹林となっています。古くは民間企業の施設が

ありましたが、現在は当時植樹されたと思われる樹木（雑木）が残る程度です。 

現況の状況を次図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－27．現況の状況図  

ヨシ原 

 

水辺～ヨシ原～陸の連

携は、景観的にも環境的

にも優れた空間である 

護 岸 

 

 

 

 

 

 

 

50 年が経過し、全体的に
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整備予定地内 
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樹木 
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大径木が残っている 

整備予定地 約 3.2ha 

南側出入口 

 

北側出入口 
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２）施設規模の算定 

施設規模の検討に当たっては、一体型整備を前提とした道路管理者との協議、及

び「龍ケ崎市道の駅管理運営調査」において推計された年間利用者数と年間売上高

を基に算定します。 

 

（１）年間利用者数の推計 

本道の駅と立地状況が類似する近傍の道の駅の前面道路の自動車交通量と、ハフ

モデルにより本道の駅への年間利用者数を推計します。 

※参考とした道の駅：しょうなん（千葉県柏市）、まくらがの里こが（茨城県古河市）、思川（栃

木県小山市）、しもつけ（栃木県下野市）、庄和（埼玉県春日部市） 

※ハフモデル：想定される商圏から、消費者が本道の駅へ訪れる確率（出向率） 

【目標年間利用者数の設定の考え方】 

前面道路の自動車交通量を基礎値とした利用者数の推計並びにハフモデルによる

利用者数の推計より、本道の駅の年間利用者数は、約 5０万人から約 9０万人の範

囲と予測されることから、3 つの想定数の中間値である約 70 万人を目標年間利用

者数と設定します。 

なお、目標年間利用者数は、施設の認知度、農産物などの商品の出荷量及びライ

ンナップ等の向上により達せられる値であることから、開業当初については、これ

ら事項を考慮し、パーキングエリア規模相当である約 50 万人から段階的に増加し

ていくものと予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－28．目標年間利用者数の算出結果 

 

 

 

 

 

目標年間利用者数
予測範囲 

前面道路交通量 

806,656 人 

ハフモデル② 

（ＰＡの場合） 

531,068 人 

ハフモデル① 

（ＳＡの場合） 

947,556 人 
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（２）年間売上高推計 

前項で設定した目標年間利用者数を基礎値として、地域振興施設の年間売上高を

推計します。 

【推計の方法と結果】 

 機能別の年間利用者数は、年間利用者数に、参考とする道の駅の機能別年間利

用者数の割合を踏まえ、物販施設：飲食施設＝70％：30％と想定します。 

 客単価は、参考とする道の駅の事例から算出された客単価の平均値と想定しま

す（物販施設 1,300 円、飲食施設 700 円）。 

 機能別の年間利用者数は 70 万人とし、それに客単価を乗じて年間売上高を算

定します。 

↓ 

結果、施設全体の年間売上高は、約 7.8 億円/年と推計されます。 

表－４．地域振興施設の機能別売上高 

種 別 
年間利用者数（万人） 売上高（千円） 

物販施設 飲食施設 合 計 物販施設 飲食施設 合 計 

推計結果 49 21 70 637,000 147,000 784,000 

参考
※ 35 15 50 455,000 105,000 560,000 

※開業当初の目標利用者数（約 50 万人/年）の場合の売上高は、約 5.6 億円/年と推計されます。 

（３）必要床面積の算定 

目標年間利用者数と年間売上高を基礎値として、地域振興施設（物販施設、飲食

施設）の必要床面積を推計します。 

【推計の方法と結果】 

機能別の年間売上高に、参考とする道の駅の事例から算出した物販施設、飲

食施設の各売場効率 1,400 千円/ｍ２、400 千円/ｍ２を除して床面積を推計

します。 

↓ 

結果、物販施設、飲食施設をあわせた必要床面積は、830.0ｍ２と推計されます。 

 

表－５．地域振興施設の機能別の必要床面積他 

種 別 
売上高（千円） 必要床面積（ｍ２） 

物販施設 飲食施設 合 計 物販施設 飲食施設 合 計 

推計結果 637,000 147,000 784,000 460.0 370.0 830.0 
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（４）施設規模まとめ 

目標年間利用者数と年間売上高を基礎値として、本道の駅の各機能施設に必要と

される床面積を以下に示します。 

 

表－６．（仮称）道の駅龍ケ崎の必要床面積 

種 別 
計画面積※ 

（ｍ２） 
施設概要等 

休憩施設※ 

 

トイレ 

女性用 170 便器数 26 基 

男性用 80 便器数 大４基、小 12 基 

 計 270 多目的（20ｍ２）含む 

情報発信スペース 60  

駐車場 

小型車用 -  

大型車用 -  

 計 -  

 小 計 330  

地域振興施設 

物販施設 

売 場 310 

平台陳列台、多段式陳列台、 

冷蔵ケース、レジ、サッカー台な

ど 

バックヤード 150 
バーコードラベラー、荷造りスペ

ース、冷蔵庫など 

 計 460  

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ※ 

売 場 100  

バックヤード 20  

計 120  

飲食施設 

（フードコート） 

客 席 130 1.3ｍ２/席×100 席程度 

厨 房 100 25ｍ２/ブース×４ブース程度 

 計 230  

飲食施設 

（レストラン） 

客 席 108 2.4ｍ２/席×45 席程度 

厨 房 32 飲食施設面積×３割程度 

 計 140  

付帯施設 

事務所 60 事務室、会議スペースなど 

更衣室 25 休憩室、従業員用トイレなど 

通路他 475 多目的室、授乳室、倉庫など 

 計 560  

 小 計 1,510  

合 計 1,840  

※休憩施設の計画面積、施設概要等については、道路管理者との協議結果に基づき算定しています。 

※ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱの計画面積については、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱを有する他の道の駅の事例を基に、必要面積を算定しています。 

※計画面積については、今後の設計段階において変更されることがあります。 
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３）施設配置の条件 

施設の配置に当たっては、前述の施設配置方針等を踏まえ、以下に示した条件か

ら検討します。 

 

・検討区域（計画地）は龍ケ崎市・河内町共有地の約 3.2ha、うち道の駅施工区域

は約 2.5ha を想定 

・国道 6 号への接続は２箇所、北側出入口については下り交通（左折イン・左折ア

ウト）のみ 

・整備予定地は河川区域内であることから、河川管理者（茨城県）との協議により、

建物の床高：Y.P.+8.50（T.P.+7.66）、その他駐車場、広場等の地盤高：Y.P.+7.50

（T.P.+6.66）と設定 

・既存の堤防については、撤去（代替措置にて対応）、残存の双方で検討 

・牛久沼側には、牛久沼活用の一端を担うために遊歩道を設置 

 

４）施設配置の方針 

施設配置の方向性及び施設配置の条件を踏まえ、以下に示した方針で施設配置計

画を検討します。 

表－７．（仮称）道の駅龍ケ崎の施設配置方針 

プラン 配置方針 

Ａ案 

・地域振興施設、休憩施設を計画地の中央に配置し、主に北側を小型、南側を大型

駐車場として、可能な限り建物までの移動距離を縮めた案 

・南側出入口から南側は、主に大型用駐車場として配置、駐車場専用の面的な空間

として配置 

・北側出入口には制約があるため、南側出入口との接続通路を設置、小型駐車場は

通路から引き込み分離し配置 

・計画地の中央部は、建物、遊歩道、通路、エントランス広場を配置するため、建

物を南北に長い形状にして配置 

Ｂ案 

・基本的な配置方針は A 案と同様であるが、堤防を残した案 

・堤防により、国道との緩衝的役割が A 案より高い 

・堤防を残すため南側・北側出入口以外にアクセス路は不可 

Ｃ案 

・地域振興施設、休憩施設が面的に整形で配置できるなど建物の配置を重視した案 

・佐貫駅から計画地までは徒歩 1km 圏であり、生活圏も南側であることから地域

振興施設、休憩施設を南側に配置 

・北側の駐車場から地域振興等施設までは 400ｍ程離れるため、別途、トイレ棟

を配置 

・建物、トイレ棟、芝生広場、遊歩道以外は駐車場というイメージ 
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４）ゾーニング 

＜A 案＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土浦方面 

50ｍ 

土浦方面 

Ａ－Ａ′断面図 

Ｂ－Ｂ′断面図 

イベント広場（レストラン周り） 

飲食施設（レストラン） 

物販施設、飲食施設（フードコート）、

附帯施設（事務所、更衣室、倉庫等）、

トイレ、情報発信施設 

イベント広場 

198 台（内 障がい者用 4 台） 

32 台 
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＜Ｂ案＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

129 台（内 障がい者用 4 台） 

32 台 

イベント広場（レストラン周り） 

Ｃ－Ｃ′断面図 

Ｄ－Ｄ′断面図 

飲食施設（レストラン） 

物販施設、飲食施設（フードコート）、

附帯施設（事務所、更衣室、倉庫等）、

トイレ、情報発信施設 

イベント広場 

堤 防 
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＜Ｃ案＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ－Ｅ′断面図 

Ｆ－Ｆ′断面図 

イベント広場 

物販施設、飲食施設（フードコート・レストラン）、

附帯施設（事務所、更衣室、倉庫等）、トイレ、

情報発信施設 

ト イ レ 

174 台（内 障がい者用 4 台） 

32 台 

イベント広場（レストラン周り） 

Ｇ－Ｇ′断面図 
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２）施設平面ゾーニング 

導入施設の規模から各種施設の平面ゾーニングを示します。なお、施設平面ゾーニングは、今後の基本設計において、引き続き検討を重ねていきます。 

地域振興施設平面ゾーニング図 S=1:300 

 

 

休憩施設平面ゾーニング図 S=1:300                          地域振興施設平面ゾーニング図（レストラン棟）S=1:300 

 

              

（床面積：1,370 ㎡） 

▲：出入口 

（床面積：330 ㎡） （床面積：140 ㎡） 

図－30．施設平面ゾーニング（案） 



37 

－４．インフラ計画 

整備予定地及びその周辺部での敷設状況とともに、龍ケ崎市開発行為指導要綱（平

成 22 年告示第 66 号）等を踏まえつつ、各種供給処理施設の整備方針等を明らかに

します。 

 

１）給水計画 

龍ケ崎市（全域）は、その周辺の牛久市や取手市及び利根町とともに茨城県南水

道企業団の給水区域に含まれていることから本道の駅への給水は、当該企業団から

の供給を想定しながら、協議を進めていきます。 

なお、消防水利施設については、茨城県の「開発行為の技術基準」（施行/昭和

50 年５月、改正/平成 10 年 10 月）を踏まえ、消防法（昭和 23 年法律第 186

号）に基づく「消防水利の基準」（昭和 39 年消防庁告示第７号）への適合を基本

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－31．整備予定地近傍の給水管網 
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２）汚水排水計画 

牛久沼の河川管理者である茨城県では、その水質保全を図るため、水質目標と総

合的な水質保全対策を定めた牛久沼水質保全計画※を策定し、各種対策を実施してい

ます。 

※現時点では、平成 28年度までを計画期間とする「第３期牛久沼水質保全計画」（平成 25

年３月 茨城県）に取り組んでいます。 

また、整備予定地は、市街化調整区域ではあるものの、佐貫駅周辺を中心とする

市街化区域に近接しています。このような状況を踏まえ、「道の駅」から排出される

汚水排水の処理の確実性の担保を目的とし、公共下水道への接続（区域外流入）を

見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－32．整備予定地と市街化区域の位置関係 

 

３）雨水排水計画 

場内の雨水排水は、水質汚濁に配慮しながら、牛久沼への放流を見込みます。 
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４）ガス・電力他供給計画 

（１）ガス 

ガスについては、大規模地震等の際の稼動性を勘案し、プロパンガスの採用を

見込みます。 
 

（２）電力 

 電力については、整備予定地近傍の既存施設と同様、既設送電線からの供給を

見込みます。 
 

（３）情報通信 

情報通信については、通信事業者による提供を見込みます。 
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５．建築（空間・意匠）計画 

 基本構想で示された整備コンセプト及び基本方針に基づきつつ、前掲施設配置計画を踏

まえた空間・意匠のコンセプトを以下に示します。 

 

 

 

 

 

図－33．建築（空間・意匠）のコンセプト 

 

－１．牛久沼の水辺景観と調和した空間・意匠 

 前面に広がる牛久沼の眺望を活かすとともに、水辺景観との調和を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－34．水辺の景観を活かした道の駅の事例 

 

－２．自然環境を取り込んだ空間・意匠 

 木材等の自然素材の活用を図りつつ、トップライトや広い開口を確保することによ

り自然環境を取り込み、温もりと開放感を演出します。 

 

 

 

 

 

図－35．自然環境を取り込んだ道の駅他の事例 

道の駅多古（千葉県多古町（栗山川沿い）） 

 

建築（空間・意匠）のコンセプト 

 牛久沼の水辺景観と調和した空間・意匠 

 自然環境を取り込んだ空間・意匠 

 誰もが使いやすい意匠計画 

 賑わいと活気のあふれる空間計画 

道の駅みつ（兵庫県たつの市（瀬戸内海沿い）） 

農産物直売所あぐりん村（愛知県） 道の駅ましこ（栃木県益子町） 
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－３．賑わいと活気のあふれる空間計画 

 利用しやすい施設レイアウトにより回遊性を高め、賑わいと活気を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－36．賑わいに満ちた道の駅のイメージ 

 

－４．誰もが使いやすい意匠計画 

 誰もが気軽に立ち寄り、安心して利用することができるよう、ユニバーサルデザイ

ンを採用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－37．ユニバーサルデザインの導入の事例 

道 の 駅 氷見
ひ み

（ 富 山 県 氷 見 市 ） 道の駅川場田園プラザ（群馬県川場村） 

多言語による多機能トイレのサイン 高低差を解消するスロープの設置 
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６．管理・運営計画 

－１．管理運営の方針 

１）基本方針 

基本構想で定めた「多くの人が集う安らぎの場」、「認知度アップ・地域情報の発

信の場」、「地域資源の活用と交流により地域の元気を創る場」の 3 つの基本方針を

踏まえ、休憩機能や地域情報の発信といった公共・公益的な役割を果たすと同時に、

農産物や特産品の販売、食事の提供といった収益事業に対し、利用者の多様なニー

ズを見極めながら効率的な管理運営体制の構築に努めます。 

 

２）指定管理者による管理・運営体制の整備 

道の駅は、公益性だけでなく、収益性を併せ持つ施設であることから施設運営に

当たっては、民間ノウハウを活用し、収益性やサービスの質を確保していくことが

求められるため、基本構想で示したとおり、市が定める一定の基準に基づき、民間

企業による指定管理者制度により管理・運営体制を整備します。 

 

３）地域の意欲を活かす場 

道の駅は、市内の複数の団体等が特産品や食事を提供する場やイベントの場とし

て商品の出荷や施設の運営に関与していくことが出来る場所です。 

地域振興施設の管理、運営については、こうした団体や市民と市及び指定管理者

が連携し、商品やサービスの提供、イベントの開催に取り組める体制を目指します。 

 

４）農産物の品揃えを確保するための体制の整備 

本市は、水稲を主体とする生産者が多く、野菜の出荷が限られることが予想され

ます。道の駅において農産物の品揃えを確保できないことは、集客力の低減につな

がるため、市、及び指定管理者と生産者等が連携し、品揃えの充実に取り組む体制

を目指します。 
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－２．想定される管理・運営方式 

龍ケ崎市道の駅管理運営調査における市内農・商等関係団体との団体ヒアリングの

結果等を踏まえ整理した道の駅の導入機能別の管理、運営の方式を次図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「軽食」は、コロッケ、パン、ソフトクリーム・ジェラート及び麺類等を想定します。 

図－38．導入機能別の管理・運営方式 
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－３．指定管理者と団体等との連携方策 

１）特産品直売所：農産物、水産物、農産加工品 

指定管理者が出荷者組織を設立し、指導、情報提供（売れ行き等の情報）等、商

品確保のための取り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－39．農産物・水産物・農産加工品等直売所の連携案 

２）特産品直売所：商工品 

指定管理者が出荷者組織を形成し、龍ケ崎市商工会等と連携協力しながら情報提

供等の商品調達のための取り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－40．商工品等直売所の連携案 
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情報提供 
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３）飲食店 

飲食の一部は、市内の団体等がテナントで運営し、その他については指定管理者

が運営します。なお、指定管理者は、原材料の一部を地元農産物生産者等から購入

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－41．飲食店の連携案 

４）イベントスペース 

イベントスペースは、指定管理者がイベントを実施する団体等に貸し出し、利用

料を徴収するものとし、指定管理者は、来場者に対し告知を行います。 

なお、道の駅の来場者拡大を主旨として、指定管理者自身も主催者となり、積極

的にイベントを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－42．イベントスペースの連携案 
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参考 表－９．指定管理者と団体等との連携案の比較、評価 

種 別 
農産物・水産物・農産加工品等直売所 商工品等直売所 飲食店 

Ａ 案 Ｂ 案 Ａ 案 Ｂ 案 Ａ 案 Ｂ 案 

連携タイプの 

主旨と概要 

販売商品の品揃えや品質及び数

量など、指定管理者の意向を反映

しやすくすることを主旨として、

出荷者組織を立ち上げ、これに参

画する出荷者との３者の連携を中

心に運営します。 

 竜ケ崎農業協同組合や牛久沼漁

業協同組合など、既存の農水産業

関連団体との機能連携と役割分担

の強調、明確化を主旨として、団

体ごとの仕入れ、清算により運営

します。 

左欄Ａ案と同様、指定管理者の

意向を反映しやすくすることを主

旨として、各種商工関連団体等に

よる出荷者組織を立ち上げ、これ

に参画する出荷者との３者の連携

を中心に運営します。 

地域の商工業者や地元の商工

会、商店会と、観光物産協会等を

区分することによる個々の団体の

機能連携と役割分担の明確化を主

旨として、合同の出荷者組織を立

ち上げた上で、これとの連携を中

心に運営します。 

テナント等、個別団体の店舗運

営の自由度の確保を主旨として、

指定管理者と利用契約を結んだ上

で、利用者に直接サービスを提供

します。 

使用食材やメニュー、サービス

など、道の駅としての統一感の演

出と提供、維持を主旨として、指

定管理者が全て、利用者に直接サ

ービスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個
別
評
価 

円滑性 

多様な地域農水産業関係者が一

つの出荷者組織に参画することに

より、個々の契約（手続き）の透

明性や関連情報の共有が図られ、

より円滑な運営が見込まれます。 

○ 

農業と水産業の関連団体を区分

することにより、個々の調整、契

約については高い円滑性が見込ま

れますが、出荷者全体に対する協

議、調整の場が確保されません。 

△ 

 各種商工関係団体等が一堂に会

する場となる出荷者組織が確立さ

れ、個々の契約（手続き）の透明

性や関連情報の共有が図られ、よ

り円滑な運営が見込まれます。 

○ 

観光物産協会関係者とその他を

区分することにより、個々の対応

については高い円滑性が見込まれ

ますが、商品の調達方針等に差異

が生じる可能性があります。 

△ 

 テナントに利用契約に沿った一

定の裁量を提供することにより、

民間事業者の運営技術と経験が活

かしやすくなり、連携に当たって

も高い円滑性が期待できます。 

○ 

 全てを指定管理者が一貫して取

り仕切ることにより連携の円滑性

は、極めて高いものとなります。 

 

 

○ 

持続性 

 必要に応じて出荷者組織の参画

者や規約の見直し等、組織に柔軟

性を確保することにより、その持

続性が期待できます。 

○ 

農業生産者と内水面漁業者を区

分することで、個々の団体規模（参

画者数）が小さくなり、Ａ案に比

べ持続性に劣るものとなります。 

△ 

販売状況や消費者のニーズなど

が広く共有され、参加団体の特性

に応じた活用、反映により持続的

な事業展開が期待できます。 

○ 

 出荷者組織自体は、Ａ案と同様、

各種商工関係者が一堂に会する場

となることから連携形態について

も一定の持続性が期待できます。 

○ 

 売り上げや消費者ニーズなどを

的確に反映した運営が見込まれ、

連携形態としても高い持続性が期

待できます。 

○ 

 契約の終了等、指定管理者の変

更に伴い提供サービスについても

変異する可能性があり、Ａ案に比

べ持続性に劣るものとなります。 

△ 

発展性 

 多様な団体等の参画により構成

する出荷者組織は、農商工連携や

６次産業化などが展開しやすい環

境、機会となり、道の駅はもとよ

り各種地場産業自体の発展性が期

待できます。 

○ 

 出荷者団体を二分することは、

一体とするＡ案に比べ異業種間連

携への取り組みが希薄なものとな

り、引いては道の駅、各種地場産

業の持続的発展への期待度も低い

ものとなります。 

△ 

 各種地場産業関係者により構成

する出荷者組織は、地域内での異

業種間連携の促進効果が見込ま

れ、域内での経済循環から広域的

な販路の拡大への発展が期待でき

ます。 

○ 

観光物産協会等とその他を区分

することは、連携の発展性を阻害

するものではありませんが、道の

駅の開業を契機とした地域的な取

り組みとしてはＡ案に劣るものと

なります。 

△ 

 テナント方式を採用することに

より、業務形態やメニュー、品目

などの多様化と柔軟性が確保さ

れ、良好な集客効果に裏づけされ

た高い発展性と地域的な波及効果

が期待できます。 

○ 

 指定管理者により左右されます

が、Ａ案に比べると自由度や柔軟

性（メニューや品目の変更等）の

低いものとなりやすく、引いては

発展性についても劣るものとなり

やすいものと予測されます。 

△ 

総合評価 

指定管理者の意向を反映しやす

いことは、裏返すとその運営手腕

が運営自体に大きく影響すること

となりますが、総体的には望まし

い組織構造と捉えられます。 

○ 

 出荷者個々については、個人の

都合に応じた出荷しやすい、比較

的緩やかな連携となりますが、持

続性や発展性の観点からはＡ案に

比べ劣るものと捉えられます。 

△ 

左欄Ａ案と同様、魅力ある地域

関連商品の確保、開発など、指定

管理者の運営手腕が問われるもの

となりますが、総体的には望まし

い組織構造と捉えられます。 

○ 

 出荷者組織の構成団体を区分す

ることは、各種商品を出荷しやす

くなることも考えられますが、Ａ

案に比べ連携形態が煩雑なものと

なります。 

△ 

 提供サービスの一部を指定管理

者から切り離すことにより、その

種別や方法などが多様化され、既

存施設との差別化との観点からも

ふさわしいものとなります。 

○ 

 最終的には、指定管理者の意向

に沿うべきですが、一般的には全

てのサービスを一事業者が提供す

ることには一定の限界があるもの

と捉えられます。 

△ 
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７．事業化計画 

－１．概算事業費 

前項までに設定した各種計画事項に基づく概算事業費を次表に示します。 

なお、本道の駅は、道路管理者との一体型整備を想定していることから、整備対象

施設や整備規模及び費用負担など、具体的な整備内容については今後実施する両者の

協議、調整を踏まえ、確定していくこととなります。 

表－10．概算事業費 

種 別 設備・仕様等 概算数量 想定単価 
概略事業費 

（万円） 

土
木
工
事
等 

準備工 防災工 仮囲い、土砂流出防止柵など 25,000ｍ２ 100 円/ｍ２ 250 

護岸工 撤去・新設 コンクリート矢板構造 700ｍ 20 万円/ｍ 14,000 

整地工 

整地 
敷き均し、転圧 

（盛土材は、公共残土を使用） 
25,000ｍ２ 300 円/ｍ２ 750 

擁壁 L 型コンクリート擁壁 650ｍ ５万円/ｍ 3,250 

樹木伐採 樹木伐採・伐根 1 式 2 千万円/式 2,000 

小計 － － － 6,000 

舗装工 

駐車場、車路 アスファルト舗装 16,000ｍ２ ３千円/ｍ２ 4,800 

路面表示 舗装面積の１割 1,600ｍ２ １千円/ｍ２ 160 

附帯施設 歩車道境界ブロック、車止め 16,000ｍ２ １千円/ｍ２ 1,600 

小 計 － － － 6,560 

供給処理 

施設工 

（場内のみ） 

給水施設 塩ビ管、各種弁類など 25,000ｍ２ 500 円/ｍ２ 1,250 

汚水排水 塩ビ管、人孔など 25,000ｍ２ 500 円/ｍ２ 1,250 

雨水排水 Ｕ型側溝、接続・集水枡など 25,000ｍ２ １千円/ｍ２ 2,500 

小 計 － － － 5,000 

広場・ 

植栽工 

植 栽 高・中・低木、地被植物など 7,230ｍ２ ５千円/ｍ２ 3,615 

修景施設他 案内板、オブジェ、防災施設 １式 ２千万円/式 2,000 

遊歩道 ボードウォーク 700ｍ ２万円/ｍ 1,400 

小 計 － － － 7,015 

電気・ 

通信工 

（場内のみ） 

配 線 地下配線 25,000ｍ２ 500 円/ｍ２ 1,250 

屋外照明 駐車場、広場など 50 基 50 万円/基 2,500 

充電設備 電気自動車急速充電設備 ２基 200万円/基 400 

小 計 － － － 4,150 

計 － － － 42,975 

建
築
工
事
等 

建築工 

地域振興施設 平屋建て 1,510ｍ２ 30万円/ｍ２ 45,300 

休憩・ 

情報施設 

休憩スペース、トイレ、 

情報提供施設：平屋建て 
330ｍ２ 30万円/ｍ２ 9,900 

附帯施設 倉庫等 100ｍ２ 15万円/ｍ２ 1,500 

小 計 － － － 56,700 

設備工 

物販施設 冷凍・冷蔵商品棚など 460ｍ２ 10万円/ｍ２ 4,600 

飲食施設 厨房設備他 370ｍ２ 10万円/ｍ２ 3,700 

附帯施設 受電設備、防犯設備他 １式 ２.8千万円/式 2,800 

小 計 － － － 11,100 

計 － － － 67,800 

直接工事費計ａ － － － 110,775 

調査・設計費ｂ＝ａ×10％ － － － 11,077 

直接費計ｃ＝ａ＋ｂ － － － 121,852 

諸経費ｄ＝ｃ×30％ － － － 36,555 

概算事業費（税込）ｅ＝ｃ＋ｄ － － － 171,079 

  ※「概算事業費」には、一体型整備を前提とした道路管理者が整備する費用、及び消費税８％を含みます。  

※「概算事業費」には、場外のインフラ整備費用等は除きます。 
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－２．事業推進計画 

１）概略事業スケジュール 

基本計画策定後から開業までの概略事業スケジュールを次表に示します。 

ただし、このスケジュール案は、県内への多大な来訪者が見込まれるいきいき茨

城ゆめ国体（第 74 回国民体育大会）の開催にあわせ平成 31 年９月としています

が、対外機関協議や護岸工事等の状況などにより変動する可能性を含みます。 

表－11．概略スケジュール（案） 

種 別 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

関
係
機
関
協
議
等 

河川に関する協議、手続き    

一体型整備に関する 

協議、調整 
   

供給処理・公共交通事業者 

との協議 
   

設
計 

護岸改修設計    

建築・造成・外構設計    

整
備
工
事 

護岸改修工事    

建築・造成・外構工事    

管
理
・
運
営
体
制
等 

指定管理者の決定    

出荷者組織の運営    

スタッフの育成    

商品・イベント等の 

企画、開発 
   

発信・提供情報の 

収集、選定 
   

テナントの決定    

開業準備    ○ 

※指定管理者の店舗構成等に関する意向を建築設計等に反映することを目的に、当該設計策定期間と同時期に指

定管理候補者の募集、決定を見込みます。 
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２）導入すべき主な公的補助事業 

農産物直売所等の整備に当たって導入可能な公的補助制度としては、農林水産

省が所管する「強い農業づくり交付金制度」や「農山漁村振興交付金制度」などが

あります。 
 

（１）強い農業づくり交付金制度 

表－12．強い農業づくり交付金制度の概要 

種 別 道の駅(農産物直売所等）関連事項 

趣 旨 
農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化及び食品流通の合理化等、

地域における生産から流通、消費までの対策を総合的に推進するものです。 

政策目的 

次に掲げる政策目的に向け設定される成果目標の達成に資するものとし

て行います。 

 産地競争力の強化他 

主たる受益地 
農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 68 号）に基づく

農業振興地域の農用地区域 

メニュー 

産地合理化の促進 → 集出荷貯蔵施設※等再編利用 

※共同利用施設等の基準（補助対象基準）：集出荷貯蔵施設 

 農産物の集出荷及び貯蔵に必要な施設とする。なお、建物の規模は、原則とし

て１棟概ね 100ｍ２以上とする。 

 消費者に直接販売する施設を一体的に設置できるものとし、農業振興地域以外に

も設置できるものとする。ただし、販売されるものは原則として農業振興地域内

で生産されたものに限るものとする。：「強い農業づくり交付金実施要領」より 

事業実施主体 市町村他 

採択要件 

次に掲げる全ての要件を満たすこと。 

 受益農家及び事業参加者が原則として５戸以上であること。 

 要綱第３の４の成果目標の基準※を満たしていること（目標年次 翌々年）。 

※野菜の集出荷貯蔵施設の達成すべき成果目標基準 

 当該品目の秀品その他品質の上位規格品（大きさ、外観品質、内部品質）の割

合を３ポイント以上増加 

 当該品目の全出荷量に占めるブランド野菜（地域団体商標・伝統野菜等、他と

の差別化により有利販売を図ったものであり、明確な基準、根拠があるもの）

の割合を５ポイント以上増加 他：以上｢強い農業づくり交付金の配分基準につ

いて｣より 

 生産局長等が別に定める面積要件※等を満たしていること。 

※野菜の面積要件（都市的地域） 

 露地野菜 ２ha 

 施設野菜 5,000ｍ２ 以上「強い農業づくり交付金実施要領」より 

 当該施設等の整備による全ての効用によって全ての費用を償
つぐな

うことが

見込まれること。ただし、総事業費が５千万円以上のものに限る。 

 共同利用施設を設置する場合にあっては、原則として総事業費が５千万

円以上であること。 

交付金の交付率 事業費の１/２以内 

※資料：「強い農業づくり交付金実施要綱」（16 生産第 8260 号 平成 17 年４月農林水産事務次官依命通知（最

終改正/平成 28 年４月 27 生産第 2870 号））他 
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（２）農山漁村振興交付金制度 

表－13．農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）制度の概要 

種 別 道の駅(農産物直売所等）関連事項 

趣 旨 

農山漁村の持つ豊かな自然及び「食」を観光、教育、福祉等に活用した

都市と農村との共生・対流等を推進する取り組み、農山漁村集落が存続に

向けて集落間の連携を図る取り組み、地域資源を活用した所得または雇用

の増大に向けた取り組み、農山漁村における定住を図るための取り組み等

を総合的に支援し、農山漁村の活性化及び自立と発展を推進する。 

交付対象事業 

農山漁村活性化整備対策他 

都道府県または市町村が作成する農山漁村における定住等及び農山漁

村と都市との地域間交流の促進のための計画の実現に向けて、農産物加

工・販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援する事業をいう。 

事業メニュー 

地域資源活用総合交流促進施設（都市農村交流型）→ 受入れ機能強化施設 

地域連携販売力強化施設、農林水産物処理加工施設、教養文化・知識習

得施設、高齢者・女性活動促進機械施設、農林漁家民宿支援施設及びこれ

らの附帯施設の整備 

事業実施主体 市町村他 

採択要件 

受入れ機能強化施設の整備に当たっては、当該施設が宿泊体験活動にお

ける受入れ機能の強化及びグリーン・ツーリズム等を通じた農山漁村の活

性化を図るために必要な施設であること。 

交付金の交付率 総事業費の１/２ 

※農山漁村振興交付金制度は、旧農山漁村活性化プロジェクト支援交付金制度に変わる制度として平成 28 年

度から取り組まれています。 

※資料：「農山漁村振興交付金実施要綱」（27 農振第 2325 号 平成 28 年４月農林水産事務次官依命通知）他 
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－３．事業化に向けた今後の課題 

１）対外機関協議等の実施 

（１）河川協議 

整備予定地は、河川区域に含まれており事業化に当たっては、河川法（昭和３９

年法律第１６７号）に基づき河川管理者（茨城県）の許可を得る必要があることか

ら当該事業の進捗に応じた協議等を行う必要があります。 

（２）一体型整備に関する協議 

 本道の駅の前面道路は、国道６号であることから引き続き道路管理者である国土

交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所と役割分担等に関する協議、調整を続け

ていく必要があります。 
 

種 別 
事業主体別の主な整備対象施設 

道路管理者 地元自治体 

休憩機能 
駐車場、休憩所、 

トイレ 

第２駐車場、休憩所、

トイレ、広場など 

情報発信機能 
道路情報提供施設、 

案内施設 

情報通信関連施設、

地理・地域情報案内

施設など 

地域振興機能 － 

特産物直売所、 

郷土料理店、会議室 

多目的広場など 

 

※道路管理者と地元自治体個々の整備対象施設や整備規模及び費用など、具体的な整備内容については今後、実施す

る両者の協議、調整を踏まえ、確定していくこととなります。 

※資料：国土交通省道路局公表資料（公式ＨＰ「道の駅」（一部加筆）） 

図－43．道路管理者との一体型整備のイメージ 

（３）給水に関する協議 

本計画による場内への給水は、公営水道からの供給を想定しながら、今後、工事

費や使用水量を勘案し、茨城県南水道企業団と協議、調整を進めていく必要があり

ます。 

（４）公共下水道に関する協議 

 本計画では、場内で生じる汚水排水については、公共下水道（区域外流入）によ

る処理を見込んでいることから今後、関係機関と協議、調整を行う必要があります。 

地
元
自
治
体 

に
よ
る
整
備 

道
路
管
理
者 

に
よ
る
整
備 
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（５）雨水排水の放流に関する協議 

 本計画では、場内の雨水については、牛久沼への放流を見込んでいることから今

後、河川管理者と協議、調整を図る必要があります。 

（６）電力供給・情報通信等に関する協議 

 本計画では、電力、情報通信については、今後、各事業者と供給量や種別及びス

ケジュールなどについての協議、調整を進めていく必要があります。 

（７）指定管理（候補）者に関する協議 

 本計画では、道の駅の運営については指定管理者制度の導入を見込んでおり、今

後、具体的に取り組んでいく出荷者組織等の立ち上げや飲食店等のテナントの募集

及び地域振興施設の基本設計の策定などに当たっては施設運営側の意向反映が重

要視されることから、極力早期に指定管理予定者を明らかにするとともに、施設運

営に関する協議、調整の場を確保する必要があります。 

（８）出荷者組織等に関する協議 

 指定管理候補者の募集、決定に併せ、出荷者側の意向を伝え、協議、調整を行う

代表者として、出荷者組織立ち上げに先立ち準備組織等を結成する必要があります。 

（９）バス等の導入に関する協議 

 本計画では、整備予定地が佐貫駅やその周辺の市街地に近接していることなどを

踏まえ、バスの導入についても触れていることから今後、停留所の設置の可否や事

業スケジュールなどについて関係機関と協議、調整を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－44．龍・ゆうバス（循環ルート車両） 
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２）設計等の実施 

（１）護岸改修設計 

整備予定地における地質調査や護岸調査などの各種調査結果を基にし、河川管理

者との協議を踏まえながら護岸改修に関する設計図書を取りまとめます。 

 

（２）建築・造成・外構設計 

護岸改修設計と並行し、河川管理者との協議や指定管理候補者等の意向を踏まえ

ながら地域振興施設を中心とした建築・造成・外構に関する設計図書を取りまとめ

ます。なお、本道の駅は、道路管理者との一体型整備を前提としているため、地域

振興施設と道路管理者が整備するトイレ・情報提供施設との意匠・デザイン等につ

いては、統一感が図られるよう協議、調整を図ります。 
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３）人材育成と商品開発等 

（１）スタッフ等の育成 

指定管理者や出荷者組織が明らかになった時点を目安に、適切な施設運営が図ら

れるよう、経理、事務、仕入れ、販売及び品質・衛生管理など、各担当者の教育・

研修・育成を行う必要があります。 

 

（２）オリジナル商品・メニューの企画、開発 

周辺他地域・他施設との差別化や新たな道の駅としての魅力づけの一環として、

地場産業に関わる多様な事業者や団体の連携によるオリジナル商品や新規メニュ

ーの企画、開発を行う必要があります。 

 

（３）地域ブランド作物の育成 

上記商品やメニューだけでなく、農畜産物自体についても地域的な環境保全型農

業や新規作物（例えば、ヨーロッパ野菜や南洋系フルーツなど）の導入及び地域的

な生産・規格・品質基準等の採用などによる高付加価値化を図り、地域ブランド作

物として育成する必要があります。 

 

（４）年間イベント企画 

後発施設としての魅力づけの一環として商品だけでなく定期的に開催するイベ

ントについても、龍ケ崎市観光物産協会をはじめ、龍ケ崎市商工会、流通経済大学、

及び指定管理者などとの連携の下、集客効果が高い企画を検討、実現する必要があ

ります。 

 

（５）開業準備 

上記各事項の他、道の駅の名称決定及び登録や市内外への周知・PR 活動の展開

及びオープニングセレモニーの企画など、多岐に渡る開業に向けた準備が必要にな

ります。 
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８．策定の経緯 

－１．これまでの策定経緯 

基本計画の策定に当たっては、市内の農業・商業等の関係団体をはじめ、国土交通

省や茨城県等の関係機関で組織した「龍ケ崎市道の駅基本計画策定検討会議」を設置

し、協議・検討を重ねました。 

また、市民の皆様から広くご意見を伺うため、市内 2 会場で意見交換会を開催しま

した。 

 

表－14．龍ケ崎市道の駅整備基本計画策定検討会議等 開催日程 

回 開催日 内容 

第１回 平成２８年６月２３日 

（１）道の駅整備の概要について 

（２）道の駅の整備方針・課題について 

（３）今後のスケジュールについて 

― 平成２８年７月３０日 

市民の皆様と市長との意見交換会 

 ・馴柴コミュニティセンター（参加者：９５名） 

 ・市役所附属棟（参加者：３６名） 

第２回 平成２８年８月１７日 
（１）導入施設の整備方針について 

（２）施設の規模と配置について 

第３回 平成２８年１０月２７日 
（１）モデルプランについて 

（２）ゾーニングについて 

第４回 平成２８年１２月２２日 

（１）管理・運営体制の方向性について 

（２）土地利用イメージと平面ゾーニングについて 

（３）建築（空間・意匠）コンセプトについて 

第５回 平成２９年１月２７日 （１）龍ケ崎市道の駅基本計画（案）について 
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－２．龍ケ崎市道の駅整備基本計画策定検討会議要綱 

 

龍ケ崎市訓令第１０号 

平成２８年５月１８日 

龍ケ崎市道の駅整備基本計画策定検討会議運営要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，龍ケ崎市道の駅整備基本計画（以下「基本計画」 という。）の策 

 定に関し，広く関係者等からの意見等を聴取するために開催する龍ケ崎市道の駅整

備基本計画策定検討会議（以下「会議」という。）の運営について必要な事項を定め

るものとする。 

 （意見等を求める事項） 

第２条 会議において意見等を聴取する事項は，次のとおりとする。 

（１）基本計画の策定に関すること。 

（２）その他市長が必要と認めること。 

 （参加者） 

第３条 会議の参加者は，別表に規定する団体等に所属する者であって，当該団体等から 

 推薦を受けたものとする。 

２ 前項の場合において，団体等に所属する者として会議への参加を求めた者につい

ては，当該団体等に所属する間に限り，会議への参加を求めるものとする。 

 （会議） 

第４条 会議は，総合政策部長が必要に応じ，必要な参加者の参加を求め，開催するもの 

とする。 

２ 総合政策部長は，会議の参加者のうち，その互選により座長と定められた者に会

議の進行等を依頼することができる。 

３ 総合政策部長は，必要があると認めるときは，会議に前条に規定する会議の参加

者以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

 （個別聴取） 

第５条 前条の規定にかかわらず，総合政策部長は，必要に応じて会議の参加者の全部又 

 は一部から個別に意見を聴くことができる。 

 （費用弁償） 

第６条 会議の参加者には，活動等の実績に応じて，費用弁償を支給することができる。 

 （庶務） 

第７条 会議の庶務は，総合政策部道の駅プロジェクト課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

   付 則 

 この訓令は，公布の日から施行する。  
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別表（第３条関係） 

 団体名 備考 

１  国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所  

２  茨城県企画部地域計画課  

３  茨城県商工労働観光部観光局観光物産課  

４  茨城県農林水産部販売流通課  

５  茨城県土木部道路維持課  

６  茨城県竜ケ崎工事事務所  

７  河内町  

８  流通経済大学  

９  竜ケ崎農業協同組合  

１０  龍ケ崎市商工会 座長 

１１  龍ケ崎市観光物産協会  

１２  一般社団法人竜ヶ崎青年会議所  

１３  龍ケ崎市住民自治組織連絡協議会  

１４  龍ケ崎市女性会  

 

 




